
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
一
〇
号

平
成
十
六
年
六
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
著
作
権
法
の
一
部
改
正
案
に
係
る
還
流
防
止
措
置
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
一
日
受
領

答
弁
第
一
一
〇
号



衆
議
院
議
員
川
内
博
史
君
提
出
著
作
権
法
の
一
部
改
正
案
に
係
る
還
流
防
止
措
置
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
六
年
五
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
五
九
第
一
〇
〇
号
）
二
に
お
い
て
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
第
百
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
は
、
専
ら
国
外
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
以
下
「
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
が
発
行
さ
れ
た
際
に
、
国
内
に
お
い
て

頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
以
下
「
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
が
国
内
に
お

い
て
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
旨
を
答
弁
し
た
が
、
こ
れ
は
、
同
項
は
、
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド

が
、
「
最
初
に
」
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
現
に
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、

そ
れ
以
後
に
発
行
さ
れ
た
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
国
内
に
流
入
し
て
く
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
は
、
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
で
あ

れ
ば
、
た
と
え
、
当
該
商
業
用
レ
コ
ー
ド
に
係
る
権
利
者
が
、
国
外
の
権
利
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
排
除
す
る
趣
旨
の
も

の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
千
九
百
七
十
一
年
七
月
二
十
四
日
に
パ
リ
で
改
正
さ
れ
た
千
八
百
八
十
六
年
九
月
九
日
の
文
学
的

一



及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
（
昭
和
五
十
年
条
約
第
四
号
）
、
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に

関
す
る
協
定
（
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ｃ
）
（
平
成
六
年
条
約
第
十
五
号
）
な
ど
の
著
作

権
関
連
条
約
に
お
い
て
、
内
国
民
待
遇
を
供
与
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

二


